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（
政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選
挙
制
度
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

成
年
被
後
見
人
の
選
挙
権
の
回
復
等
の
た
め
の
公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
一
六
号
）

（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
成
年
被
後
見
人
の
選
挙
権
等
を
回
復
す
る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
、
選
挙
等
の
公
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た

め
、
代
理
投
票
に
お
け
る
補
助
者
の
要
件
の
適
正
化
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

一
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
改
正

１

成
年
被
後
見
人
は
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
規
定
を
削
除
す
る
。

２

代
理
投
票
の
要
件
に
係
る
条
文
上
の
表
現
を
改
め
る
。

３

代
理
投
票
に
お
け
る
補
助
者
は
、
投
票
管
理
者
が
投
票
所
の
事
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
か
ら
定
め
る
も
の
と
す
る
。

４

不
在
者
投
票
管
理
者
は
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
選
定
し
た
者
を
投
票
に
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
、
不
在
者
投
票
の
公
正
な
実
施
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

二
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
係
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
等
の
特
例
に
関
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す
る
法
律
の
一
部
改
正

電
磁
的
記
録
式
投
票
機
に
よ
る
代
理
投
票
等
に
つ
い
て
、
一
の
２
及
び
３
と
同
様
と
す
る
。

三
、
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

成
年
被
後
見
人
は
憲
法
改
正
国
民
投
票
の
投
票
権
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
規
定
を
削
除
す
る
。

２

憲
法
改
正
国
民
投
票
に
つ
い
て
、
一
の
２
か
ら
４
と
同
様
と
す
る
。

四
、
そ
の
他

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
し
、
施
行
日
後
に
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ

る
選
挙
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。


